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資料２－３

次期水産基本計画のポイント
～現行水産基本計画からの主な変更点について～



１．水産資源管理の対応の方向性

改正漁業法に基づき、適切な管理が収入の安定に寄与する
ことを漁業者等が実感できることに配慮しつつ、以下のロー
ドマップに盛り込まれた主な行程を着実に実現していく必要。

（１）ＭＳＹベースの資源評価及び評価対象種の拡大

（２）ＴＡＣ魚種の拡大

（３）ＩＱ管理の導入

（４）資源管理協定への移行

・遊漁者による採捕量の把握や報告体制の構築が必要

・クロマグロの管理強化支援措置の廃止に伴う代替策の検討
が必要

 資源評価対象魚種（約200魚種）を拡大し、ＭＳＹベースの
評価に移行

 ＴＡＣ魚種拡大を推進し、漁獲量ベースで８割をＴＡＣ管理
（Ｒ５年度まで）

 ＴＡＣ魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業には、原則Ｉ
Ｑを導入（Ｒ５年度まで）

 現行の資源管理計画から、法に基づく資源管理協定へ移行
（Ｒ５年度まで）

 今後、遊漁についても漁業と一貫性のある管理を目指す

 定置網漁業のクロマグロ混獲回避に向け、休漁支援や混獲回
避・放流作業を支援

方向性のイメージ

 資源評価対象魚種の拡大

2021年漁期から８魚種で導入 漁獲量で６割をカバー

 ＭＳＹベースのＴＡＣ管理の拡大

漁獲量等の効率的なデータ収集、調査・評価体制の整備

● 新たな資源管理システムの構築

2018年
50種

2019年
67種

2021年
192種

目標（2023年）
200種程度
を既に達成

2020年
119種進捗

進捗

⇒ 資源管理ロードマップ（2020年９月）を策定し、取組を着実に実施

目標（2023年）
漁獲量で8割 2021年3月に公表した「ＴＡＣ魚種拡大に向けたスケジュール」

に沿って順次ＴＡＣ魚種を拡大

今後

今後

2021年漁期から 大中型まき網漁業（サバ類） ＩＱ管理

近海まぐろはえ縄漁業（クロマグロ）自主的なＩＱ管理

 ＴＡＣ魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業にＩＱ管理を原則導入

2022年漁期から近海まぐろはえ縄漁業（クロマグロ）、
大中型まき網漁業（マイワシ、クロマグロ）でIQ管理を導入

進捗

今後

現行
今後 資源管理協定への移行

資源管理計画（自主的措置）

国や都道府県の資源管理指針

資源管理協定

資源管理基本方針
都道府県資源管理方針

主な論点 主な対応の方向性

• 資源管理目標を定め、この達成を目指す
• 資源管理の効果の検証を定期的に行い、取組内容
をより効果的なものに改良

• 資源管理協定及び検証結果は公表 1



中型いか釣り漁船による

スルメイカとアカイカを対象
とした操業

スルメイカのみの操業と比
較して経営への影響を緩和

小型サンマ漁船によるマイワ
シ等の漁獲の取組（北海道）

※試験操業

サンマが不漁でもマイワシに
よる漁業収入を確保 （参加
漁船も年々増加）

沖底・いか釣り兼業船
（兵庫県）

沖底といか釣り操業を
組合せ、収益の安定化

 漁業者が直面する海洋環境の変動リスクを着
実に把握

 地球環境問題等の中長期的な課題に対応した
漁船導入や別の漁法を組み合わせるなど新たな
操業形態の取組を促進（もうかる漁業の活用）

 さけ・ますふ化放流事業の改善

 漁船の電化・水素化等の研究・社会実装

２－１．海洋環境の変化への対応の方向性

地球温暖化等を要因とした海洋環境の変化が
生じており、その対応については、

 海洋環境の変化が起こる中でも漁業を継続
的に行える体制

 海洋環境の変化の要因となる地球温暖化の
進行を抑えるためのCO2排出量の削減

が必要だと考えられる

特定の漁獲を周年行う漁業

魚種 比率
サンマ 99%
その他 1%

さんま棒受網
魚種別比率

（過去10年平均）
魚種 比率

ｽﾙﾒｲｶ 80%
ｱｶｲｶ 8%
その他 12%

いか釣り漁業
魚種別比率

（過去10年平均）

漁獲対象魚種や漁法の多様化等新たな操業形態

影響大

サンマ
漁獲量推移

スルメイカ
漁獲量推移

サケ
漁獲量推移

（万トン）
（万トン）（万トン）

特定魚種の不漁

影響小

魚種 比率
サケ類 87%
その他 13%

さけ定置網
魚種別比率

（過去10年平均）

活
用

影
響
緩
和

近年漁獲量が増えている魚種等

方向性のイメージ

百万円

2さけ・ますふ化放流事業の改善

主な論点 主な対応の方向性



● さけ・ますふ化放流

• 回帰率の良い取組事例の横展開、野生魚を活用したふ化放流技
術開発等を早急に推進

• 施設の有効活用（既存施設におけるサーモン養殖用種苗生産な
ど）や統合も含めた効率化

• ふ化放流経費の調達方法の改善（水揚金額ではなく漁業者所得
からの支出へ移行）に取り組む漁業者への支援

● 栽培漁業

• 資源造成効果の高い対象種、適地での種苗放流を推進

２－２．さけ・ますふ化放流事業の改善・栽培漁業の方向性

方向性のイメージ
● さけ・ますふ化放流

● さけ・ますふ化放流

• 海洋環境変化により回帰率が低下し漁獲量減少

• 水揚げ金額の減少に伴い、漁業者の所得にかかわらず、
水揚げ金額のみから徴収されるふ化放流経費が減少し、
安定的なふ化放流経費の確保が課題

● 栽培漁業

• 資源管理上効果のあるものに重点化。対象種の資源評価
を踏まえ、その効果を検証

• 施設の維持、更新を含めた持続的な種苗放流体制の維持

主な論点 主な対応の方向性

環境変動に強い健康な稚魚を生産し、河川ごとに最適な放流時期、サイズ等

（増殖戦略）で放流。周辺河川に横展開

① 回帰率の向上

技術開発

実証

・放流時期、サイズに

よって異なる標識を稚

魚の耳石につけて放流

増殖戦略の策定

・河川ごとの増殖効果を最大化

する計画を策定（放流時期、サ

イズの見直し等）

アップデート

・回帰率の良い放流時期、放流サイズの見直し

効果検証

・回帰した親魚の耳石標

識や、鱗による年齢解析

から放流由来を分析

② 養殖の振興

岩手県におけるサーモン養殖の実証事業取組状況

市町村（魚種） 参画者

久慈市（ギンザケ） ＪＦ久慈市漁協、ニチモウマリカルチャー

宮古市（トラウト） ＪＦ宮古漁協等、日清丸紅飼料、水産機構

大槌町（ﾄﾗｳﾄ、ｷﾞﾝｻﾞｹ） ＪＦ新おおつち漁協等、日本水産ほか民間5者

釜石市（サクラマス） 釜石市、釜石湾漁協、岩手大学、泉澤水産等

● 栽培漁業

• 対象種の重点化の考え方

資源調査の実施
都道府県水試が主体的に実施。必

要に応じて、水研機構の協力を得る。

資源評価の実施、
放流効果の検証

放流による資源造成効果の高い
対象種：
適切な資源管理措置と併せて種苗

放流を実施。

放流による資源造成効果の低い
対象種：
種苗放流による資源造成から、

適切な資源管理措置への移行を推
進。

3



２－３．カーボンニュートラルへの対応～水産分野の低・脱炭素化～

方向性のイメージ

● 我が国において、2030年温室効果ガス削減目標（2013年
比46％減）及び2050年カーボンニュートラル目標等が設定
され、脱炭素の動きが活発化

● 水産業においても脱炭素への貢献が求められることはも
とより、海洋環境の変化の要因となる地球温暖化の進行を
抑えるためにもCO2排出量の削減が必要

● 漁船動力の低・脱炭素化に向けては、漁労や長期航海等
に耐える出力とエネルギー消費量に対応する燃料電池等の
技術開発が必要であり、養殖の作業船等の沿岸漁船の電
化・水素燃料電池化などの実現が見込まれる

主な論点
● 水産業の各分野で省エネ化等の低・脱炭素化を推進

・ 漁船漁業における衛星利用の漁場探索による効率化、グ
ループ操業の取組、省エネ機器の導入等、燃油使用量の削減
の推進。地球環境問題等の中期的な課題に対応した次世代型
漁船の導入や操業形態の見直しを促進

・ 漁港施設等への再生可能エネルギーの導入促進や省エネ対
策、CO2吸収源として期待される藻場の保全・創造等、漁港・
漁村のグリーン化を推進

・ 将来的な小型漁船等の水素燃料電池化、漁業以外の船舶の
技術の転用・活用も視野に入れた漁船の脱炭素化の研究開発
を推進

主な対応の方向性

漁業種類ごとの燃油使用量（例）

 海運分野の動向
 完全バッテリ推進船は実用化
 水素燃料電池船も開発始まる

 漁船への水素燃料電池応用を研究
【漁船への適性】
 バッテリ船より長距離航行可能
 バッテリより長寿命
 短時間で燃料補給可能

【漁船特有の課題】
 操業に伴う負荷変動
 漁獲物積載によるバランス変化

五島市離島漁業振興策研究会
（五島市，長崎県，水産研究・教育機構ほか）

現状

衛星データやＡＩ技
術を利用した漁場形
成・漁海況予測シス
テムを活用し、効率
的な漁場選択や省エ
ネ航路の選択を実現

漁場形成予測システム

低・脱炭素化の実現

水産関係施設への
太陽光発電、LEDの導入
（省エネ・再エネの促進）

藻場の保全・創造
（ブルーカーボン）

効率的な操業で燃油使用量削減

今後
燃油使用量の削減

漁港・漁村のグリーン化

漁船の電化・水素燃料電池化

4※1㎘当たり水揚金額に占める燃油単価（70千円/㎘）の割合
出所：漁業構造改革総合対策事業（もうかる漁業）の計画書にある従前値より水産庁作成

漁業種類
燃油使用量
（㎘/年）

水揚量
（トン）

水揚金額
（百万円）

㎘/水揚量
(㎘/トン)

㎘/水揚金額
(ℓ/百万円)

油費率
(※）

中型まき網漁業 276 3,849 224 0.07 1,232 9%

大中型まき網漁業（関東） 1,568 15,000 819 0.10 1,915 13%

沖合底びき網漁業（かけ回し） 330 2,284 282 0.14 1,170 8%

沖合底びき網漁業（オッタ―） 892 3,749 298 0.24 2,993 21%

べにずわいかに篭漁業 289 910 217 0.32 1,332 9%

大中型まき網漁業（九州） 2,849 5,808 869 0.49 3,278 23%

海外まき網漁業（３４９トン） 2,800 5,300 950 0.53 2,947 21%

近海かつお一本釣り漁業 300 400 150 0.75 2,000 14%

遠洋まぐろ延縄漁業 1,000 1,100 320 0.91 3,125 22%

遠洋かつお一本釣り漁業 1,500 1,550 450 0.97 3,333 23%

さんま棒受け漁業 660 627 121 1.05 5,455 38%

近海まぐろ延縄漁業（119トン） 480 455 166 1.05 2,892 20%

沖合底びき網漁業（かけ回し：かに） 373 342 239 1.09 1,561 11%

沖合底びき網漁業（２そうびき） 1,162 1,012 329 1.15 3,532 25%

遠洋トロール漁業 2,700 2,000 700 1.35 3,857 27%

近海まぐろ延縄漁業（19トン） 160 90 73 1.78 2,192 15%

いか釣り漁業（小型） 158 57 42 2.78 3,740 26%

いか釣り漁業（中型） 430 100 100 4.30 4,300 30%



 漁業を生業とし、日々操業する現役世代を中心に効率化を
促進

 漁業外所得の確保や地域を支える人材の育成・確保等漁村
地域の活性化に向けた浜プランの見直し

 漁業権等の「見える化」や様々な業種とのマッチング等、
漁場の有効活用の更なる推進

 遊漁については、漁業と一貫性のある資源管理を目指す中
で、漁場利用調整に支障がない範囲で、水産関連産業の１つ
として位置づけて、漁村地域の活性化に活用する

３－１．漁船漁業（沿岸漁業）の構造改革の方向性

 漁獲量、漁業就業者、漁村人口の減少によ
り漁業の持続性はもとより、地域の持続性も
懸念される

 改正漁業法の趣旨を踏まえ、各都道府県で
漁場の有効利用が図られ、漁場の生産力が最
大限に活用されることが求められる

 遊漁を水産関連産業の１つとして位置づけ
て、漁村地域の活性化に活用する

方向性のイメージ

漁業入門者
日々操業する
現役世代

ベテラン世代

漁村地域の活性化に向けた浜プランの見直し

漁業権の見える化

未利用漁場の有効活用のためのマッチング（高知県）

漁場の有効活用の促進

指導・貢献

5

漁場をクリックす
ることで、漁業権
の免許の状況の情
報（漁場の位置、
漁業（養殖業）の
種類、操業（養
殖）時期、免許有
効期間）等が表示

①漁業所得の向上

②海業等漁業外所得の確保

③地域を支える人材の育成・確保

＋

ライフステージに応じた支援・対策

漁業人材の循環モデル

新
規

従
来

海業漁業

主な論点 主な対応の方向性
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 漁業調整にも配慮しつつ、複合的な漁業への
段階的な転換（もうかる漁業を活用）

 経営安定にも資するＩＱ導入の推進と的確な
運用を確保

 ＩＱの性質を踏まえて、関係漁業者との調整
を行い、船型や漁法等の見直し

 機械化による省人化や漁場予測システム導入
など生産性向上に資する取組を推進

 輸出拡大も視野に入れ、陸側のニーズに沿っ
た水揚げを推進

３－２．漁船漁業（沖合漁業）の構造改革の方向性

 海洋環境の変化に対応し、

① 適切な資源管理とともに

② 資源変動に対応した弾力性のある経営体

の育成と資源の有効利用が必要

 ＩＱの導入によりＩＱが遵守される範囲であ
れば漁法等に関係なく資源に与える漁獲の影響
が同等であることを前提とした対応が可能

 労働人口の減少により、乗組員の確保が困難
省人化等により漁業生産活動の継続が重要

方向性のイメージ
生産性向上に資する取組

6

沖底・いか釣り兼業船
（兵庫県）

沖底といか釣り操業を組合せ、収益
の安定化

複合的な漁業への段階的な転換

⇒ 漁獲対象種・漁法の複数化や
共同経営化、兼業などによる事業
の多角化など

海
洋
環
境
の
変
化

乗
組
員
の
不
足

適切な資源管理

漁業調整への配慮

IQの導入・適切な運用

前提

主な論点 主な対応の方向性



 国際資源の管理措置として求められる
各種の国際ルールに的確に対応できる漁
業者を育成

 従来の操業体制にとらわれない新たな
操業形態の検討、漁獲物の需要拡大に向
け、海外市場を含めた販路の多様性の確
保が必要

３－３．漁船漁業（遠洋漁業）の構造改革の方向性

 遠洋漁業は、外国200海里水域の導入による漁場縮
小や国際規制による大規模減船等も経て漁船隻数が
減少傾向

 さらに、漁獲物(まぐろ類)の我が国市場の縮小傾
向、日本人船員の高齢化、新規就業者不足、海技士
不足、過酷な労働環境、国際規制の遵守が求められ
るなど厳しい状況

 国際資源の管理措置として求められる各種の国際
ルールに的確に対応する必要

方向性のイメージ

極めて特殊な労働環境の下、乗組員確保、船舶職員養成が構造的課題
⇒ 地域漁業管理機関（RFMO）においても人権問題への対処の一環として適切
な労働環境の確保をルール化する方向性

世界のかつお・まぐろ類資源は地域又は

魚種別に５つのＲＦＭＯによってすべてカ

バー。我が国はすべてのＲＦＭＯに加盟。

注（ ）は条約発効年

まぐろはえ縄（ミナミマグロ）とさんま棒受網を
兼業することで、安定的な収益確保のモデルとする。

また乗組員確保において、まぐろ漁業では長期航
海、さんま漁業では短期雇用が課題。両漁業の兼業
によって航海期間を短縮しつつ、周年雇用を達成。

●複数の漁法を組合せ、安定的な収益確保

（まぐろはえ縄漁船） （さんま棒受網漁船）

・特性の異なる２つの漁業の兼業により、資源変
動に対して頑健な操業体制を構築する。
・2年毎に１名以上の新人乗組員の確保を図る。

見込まれる効果

7

国際ルールに的確に対応できる漁業者の育成

地域漁業管理機関（RFMO)と対象水域

従来の操業体制にとらわれない新たな操業形態

主な論点 主な対応の方向性

８つのＲＦＭＯが全世界の海洋を管理。

我が国は５つ（NAFO、CCAMLR、SEAFO、

SIOFA、NPFC)に加盟。

各種の国際
ルールに的確
に対応できる
漁業者を育成



４．養殖業の成長産業化の対応の方向性

世界では、養殖の生産量が生産量全体の約５割を占める一
方、日本では２割程度であり、輸出の拡大も視野に、「養殖
業成長産業化総合戦略」に基づく取組を着実に実施する必要

（１）マーケット・イン型養殖業の推進

（２）生産性の向上（沖合養殖、陸上養殖、ＩＣＴ活用等）

（３）経営体の強化

※ 養殖業成長産業化総合戦略

令和２年７月に策定・公表

令和３年７月に貝類・藻類養殖を追加

 社会情勢の変化に対応した養殖魚の供給や、輸出の促進
（輸出重点品目：ブリ類、タイ、ホタテガイ、真珠）

 生産、加工、流通、販売に至る規模の大小を問わない養
殖のバリューチェーンの付加価値向上

 環境負荷の低減が可能な大規模沖合養殖の促進や陸上養
殖の適切な発展を図るため、実態の把握、届出制の導入

 人工種苗の安定供給、高効率飼料の開発、養殖管理のス
マート化等の促進

 事業性評価を通じた養殖経営の見える化・経営改善や、
生産体制の改革を実証支援形式で支援（もうかる養殖業の
活用）

方向性のイメージ

主な論点 主な対応の方向性

養殖生産の動向

「農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略」（20年11月)に基づき、
輸出重点品目の輸出額目標を設定

2019年実績
229億円、35億円

2025年目標
542億円、193億円ぶり、まだい

 省力化や規模拡大による養殖業の生産性向上
 スマート技術を活用した養殖業の高度化

持続的で生産性、収益性の高い養殖業の実現

魚類養殖業収支まとめ

8



５．輸出拡大の対応の方向性

農林水産物・食品の輸出額目標（2030年までに５兆円）のうち、水産物の輸出額目標は1.2兆円と約1/4を占
め、この目標を目指しマーケットインの発想に基づく輸出拡大の取組を展開

 大規模沖合養殖の本格的な導入（もうかる養殖の活用）

 生産者、加工業者、輸出業者が一体となった輸出拡大の取組を促進（Jetro等との連携による現地消費者向
けプロモーション、共同での市場調査や展示会の開催、現地／オンライン商談会等の取組支援）

 輸出に取り組む事業者の支援（輸出先のニーズに対応した商品開発、必要な設備投資の支援、現地小売／
外食とのマッチング）

 新たな輸出先・取引相手の開拓を促進（新規市場の開拓、国による規制の緩和・撤廃の取組）

主な対応の方向性

9

今後、水産業が持続的に発展していくためには、輸出を拡大していく必要

世界の水産物輸出量の推移 資料：FAO「Fishstat」

輸出目標

農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略（輸出戦略）等

2019年
実績

2025年
目標

2030年
目標

水産物全体 2,873億円 5,568億円

水産物全体
で１．２兆円

ぶり 229億円 542億円

たい 35億円 193億円

ホタテ貝 447億円 656億円

真珠 329億円 379億円

主な論点

世界の水産物貿易量は拡大



 労働力人口が減少していく中でも、引き続き一定の
新規就業者を確保していけるよう、就業環境も含め各種
の取組の推進を図り、若者に漁業就業の魅力を伝え、就
業に結びつける取組を継続・強化

 新規就業者と受入先とのマッチングの改善や、地域
単位での就業・定着へのサポート強化等により、地域へ
の定着を促進し、新規就業者の参入効果を高める

 漁業に必要な免許・資格の取得に加えて、経営スキ
ルやICT技術の習得等を支援し、次世代を担う人材一人
一人を、漁業の世界で活躍できるよう育成

６－１．人材育成（新規就業者の育成･確保）の対応の方向性

• 国内の労働力人口は、若年層を中心に減少。

• 高齢者の引退に伴う就業者数の減少が避けられない中、
漁業の持続性を確保していくには、年齢バランスの改善
を図っていくことが必要

• 若年層を中心に新規就業者の参入が図られているもの
の、長期研修受講者の定着状況をみると５年後には半減
している状況にあり、定着率の改善が必要

（不足する労働力については、外国人材も活用しながら、
ＩＣＴ技術の活用等により一層の省力化・省人化を推進して
いくことも必要）

主な論点 主な対応の方向性

方向性のイメージ

定着率の改善
‧ 他産業からの転職者、非漁家
子弟の参入が図られているもの
の、５年定着率は５割程度にと
どまる

高齢に偏った
漁業就業構造

国内労働力
人口の減少

‧ 高齢者の引退に伴う総数の減少は
不可避

‧ 若年層を中心に我が国の労働
力人口は減少

‧ 一定数の新規就業者を継続し
て確保していくにも、これまで
以上の努力が必要

従来の事業者単位での努力に加えて、地域として、就業･生活
環境の魅力を高め、若者が地域に定着し、一人一人が優れた漁
業者として活躍していけるよう育成していく

 就業フェア、水産高校での漁業ガイダンス
 高校生等のインターンシップ受入等

人材確保の取組推進

‧ 地域の受入環境改善
‧ 長期研修（実践型による独立支援）

地域への定着促進

資源管理や経営管理、省燃費操業やICT活用
技術等の講習の充実
複数漁法の習得

能力の向上

年
齢
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
活
力
あ
る
就
業
構
造
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• 高齢に偏った年齢構成（特にまぐろはえ縄漁業や遠
洋底びき網漁業）となっており、次世代を担う若手乗
組員の養成・確保が喫緊の課題

• 乗船履歴を短期に取得可能な実習コースの受講対象
者は、４級養成校となっている水産高校（全国に６校
／46校）の卒業者に限られるが、５級海技士も不足

• 若者が休日等の労働条件を重視する一方、遠洋漁業
では航海日数が長期化

 水産高校や関係省庁、業界団体等の関係者と連携して、水産
高校生等に漁業の魅力を伝え就業を働きかける取組を引き続き
推進

 海技試験の受験資格を早期に取得できる仕組みの５級への拡
大を実現・実践（受講対象となる５級養成校は全国に26校）

 若者にとって魅力ある、就業したいと思える就業環境の整備

主な論点 主な対応の方向性

６－２．人材育成（海技士の養成・確保）の対応の方向性

水産高校等への働きかけ

新規
就業

漁
業
ガ
イ
ダ
ン
ス

漁
業
へ
の
就
業
の
増
加

就業環境の整備

・休暇取得しやすい環境

・Wi-Fi環境

・安全な作業環境

・機器導入等による

省力化

魅力
ある
職業

漁船乗組員
確保養成

プロジェクト
漁業経営体の取組

※漁船乗組員確保養成プロジェクト
・漁船漁業の乗組員不足に対応するため、官労使で構成（事務局：一般社団法人大日本水産会）
・中長期的な需要見込みに基づいた人材確保計画を水産高校に提示し、水産高校との協力体制を構築
・水産高校生に対し、説明会の開催等、求人活動を組織的、計画的、継続的に実施

通常

新設
コース

水産高校
乗船実習
（３か月等）

乗船実習
コース

（６か月等）

乗船履歴（１年６～９か月）

口述
試験

口述
試験

４～５級
海技士

４～５級
海技士

乗船実習コースの設置・運用

方向性のイメージ

〇 国土交通省と調整し、令和４年度から５級
コースを設置できるよう準備を進めているところ。

〇 なお、外国人が日本国籍漁船に海技士として乗
り組めるよう、平成１９年よりインドネシア等
STCW条約締約国間で、海技士免許の相互承認制度
を構築
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 漁業の活性化による漁村の活性化

・拠点漁港の再編・集約と更なる機能

強化

・漁協間の経済事業の連携促進

 海業など漁業以外の産業の取り込み

による漁村の活性化

・漁港施設を活用した海業等の振興と

漁港漁村の環境整備

・漁業者の所得向上を目指す「浜プラ

ン」における交流事業等の取組促進

７．漁業の振興に向けた漁協の連携強化、海業を含めた漁港の再編・拡充を通じた漁村の活性化の方向性

漁業就業者の減少、低迷する水産資源
など厳しい漁業情勢の中、漁村の活性化
を図るため、漁協間の連携強化と並行し
た漁港施設の再編整備と、海業など民間
との連携の推進による地域の所得向上の
実現を目指す必要

■圏域（水産物の生産又は流通について一体性を有する範囲）■広域浜プランの範囲

●広域浜プランに基づく複数漁協の連携枠組みの中で、圏域範囲を意識した事
業連携を実施

●事業連携とともに、地元の漁港を
有効活用した海業等を実施

市場の集約等により生じた漁港用地を海業等へ有効活用

漁港を活用した増養殖

「海業」等への活用イメージ

海釣り施設

漁村の特性を活かした体験 水産物直売所

方向性のイメージ

※海業とは、漁村の人々が、海や漁村に関する地域資源
の価値や魅力を活用して所得機会の増大等を図る取組
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主な論点

主な対応の方向性



水産流通適正化制度の概要

Ｇ２０大阪首脳宣言（令和元年６月）
違法・無報告・無規制（ＩＵＵ）漁業は、世界の多くの地域におい
て、引き続き海洋の持続可能性にとって深刻な脅威となっているた
め、我々は、海洋資源の持続的な利用を確保し、生物多様性を含め、
海洋環境を保全するために、ＩＵＵ漁業に対処する重要性を認識し
ＩＵＵ漁業を終わらせるという我々のコミットメントを再確認する。

ＩＵＵ漁業への対応の必要性について

 ＩＵＵ漁業の撲滅に向けて、ＩＵＵ漁業国際行動計画や違法漁業防止寄港国措置協定（PSM協定）等に基づく措置を適切に履行
 水産流通適正化法について、各魚種が指定基準の指標に該当するか、定期的な数値の検証を行う。また、指定基準の指標と対象魚種

について、２年程度ごとに検証・見直しを実施。
 漁業者から小売り・外食までの幅広い事業者に対して、説明会やポスター・パンフレット等を活用し、水産流通適正化法の目的や制度概

要について周知・普及を実施し、違法漁獲物の国内流通からの排除に向けた意識の醸成を図る。

1. 国際社会において、ＩＵＵ（違法・無報告・無規制）漁業への対応の必要性が高まっており、海外において違法に採捕され
た水産物の我が国への流入を防止する措置を講じる等、ＩＵＵ漁業の撲滅を図る必要

2. 国内において、水産物が違法に採捕され、それらが流通することで水産資源の持続的な利用に悪影響が及ぶ恐れがあり輸出
入も含め違法に採捕された水産物の流通を防止するため、水産流通適正化制度の浸透を図る必要
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主な論点

主な対応の方向性

○ ＩＵＵ漁船の寄港、漁獲物の陸揚げ禁止等の効果的な寄港国の
措置の実施を通じて、ＩＵＵ漁業を防止しようとする協定

○ 2016年８月に発効
○ 我が国は、2017年に同協定を締結
○ 締約国数は、69ヵ国（2021年６月現在）

違法漁業防止寄港国措置協定（PSM協定)の概要

【PSM協定締約国（青色：締約国）】

国際社会の動向 国内の動向

８．流通に関する施策（ＩＵＵ漁業、水産流通適正化法）の展開の方向性



９．みどりの食料システム戦略と水産政策の方向性

● 食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現させるための新たな政策
方針として、本年５月に策定

● 本戦略の水産関連事項としては、
① 2030年までに、漁獲量を2010年と同程度まで回復（444万トン）させることを目指す
② 2050年までに、二ホンウナギ等の養殖において人工種苗比率100％を実現すること

に加え、養魚飼料の全量を配合飼料給餌に転換し、天然資源に負荷をかけない持続可能な養殖体
制を目指す

③ 2040年までに、漁船の電化・水素化等に関する技術の確立を目指す
というKPIを掲げている

今後の技術開発やロー
ドマップ等を踏まえ、
関係者の理解を得なが
ら、食料・農林水産業
の生産力向上と持続性
の両立に向けて着実に
実行

主な論点 主な対応の方向性

１.資材・エネルギー調達における脱輸入・
脱炭素化・環境負荷軽減の推進

（１）持続可能な資材やエネルギーの調達

調達

（２）地域・未利用資源の一層の活用に向けた取組

（１）高い生産性と両立する持続的生産体系への転換
（２）機械の電動化・資材のグリーン化
（３）地球にやさしいスーパー品種等の開発・普及
（４）農地・森林・海洋への炭素の長期・大量貯蔵
（５）労働安全性・労働生産性の向上と生産者のすそ野の拡大
（６）水産資源の適切な管理

3.ムリ・ムダのない持続可能な

加工・流通システムの確立 加工・流通

（３）長期保存、長期輸送に対応した包装資材の開発

4.環境にやさしい持続可能な
消費の拡大や食育の推進

（１）食品ロスの削減など持続可能な消費の拡大
（２）消費者と生産者の交流を通じた相互理解の促進
（３）栄養バランスに優れた日本型食生活の総合的推進
（４）建築の木造化、暮らしの木質化の推進
（５）持続可能な水産物の消費拡大

生産

（４）脱炭素化、健康・環境に配慮した食品産業の競争力強化

（１）持続可能な輸入食料・輸入原材料への切り替えや
環境活動の促進

（２）データ・AIの活用による加工・流通の合理化・適正化

（３）資源のリユース・リサイクルに向けた体制構築・技術開発

２.イノベーション等による持続的生産体制の構築

 雇用の増大
 地域所得の向上
 豊かな食生活の実現

・スマートフードチェーンの構築
・人材育成
・未来技術への投資拡大
・農山漁村発イノベーションの推進

漁業・養殖業
・漁具のリサイクル

養殖業
・人工種苗による完全養殖
・魚粉代替飼料の開発

漁港・漁場
・ブルーカーボン・環境変化への対応 等

・凍結・解凍技術
・電子タグ・トレーサビリティ
・密漁防止・IUU撲滅

・持続可能な消費拡大
・水産エコラベル

消費

漁業
・資源管理
・漁船電化・燃料電池化

養殖業
・環境負荷軽減
（沖合・陸上養殖）
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10．スマート水産技術の開発と活用の方向性

以下の各分野について技術開発と現場実装を進める必要

（１）資源評価・管理

漁業情報のデジタル化等による資源評価・資源管理の高
度化、水産業界全体での情報の有効活用

（２）成長産業化

漁業現場に合わせた生産モデルの開発

（３）水産加工・流通

生産・加工・流通が連携した生産性向上の取組を実施

水産流通適正化法の円滑な実施

収集した漁業情報に基づき資源評価の高度化と適切な資源管理の
実施

国が収集したデータの生産現場での活用

漁業・養殖業者のニーズを踏まえ企業と共同で新技術の開発に取
り組む試験・開発プラットフォームの設置

ICT技術等の活用による低コスト化、高付加価値化等の取組を支
援し、「売れるものづくり」を推進

制度の円滑な実施に向け、漁獲番号等を迅速かつ正確・簡便に伝
達するための電子システムの導入等を推進

通信環境等の整備の促進については関係省庁とも連携

主な論点 主な対応の方向性

方向性のイメージ
電子データに基づくＭＳＹベースの資源評価が実現

産地市場や漁協からデータを効率的に収集・蓄積

水産新技術を用い生産性・所得の向上、
担い手の維持を実現

〈養殖業〉

赤潮情報や環境データ等の情報を速やかにスマート
フォンで入手し、迅速な赤潮防御対策を実施
ＩＣＴにより養殖魚の成長データや給餌量、餌コスト
等のデータ化により、効率的・安定的な養殖業を実現

漁場の海流や水温分布などの詳細な漁場環境データ
をスマートフォンから入手し、漁場選定や出漁の可
否に利用し、効率的に操業を実現
蓄積したデータに基づき、後継者を指導・育成

〈沿岸漁業〉

〈沖合・遠洋漁業〉

衛星データやＡＩ技術を利用した漁場形成・漁海況予測シス
テムを活用し、効率的な漁場選択や省エネ航路の選択を実現
自動かつお釣り機等により漁労作業を省人・省力化

自動かつお釣り機漁場形成予測システム沿岸漁場予測技術

〈技術普及〉

情報共有・人材育成

全国の主要産地や意欲ある産地の生産と加工・流通業者が連携して、
水産バリューチェーンを構築し、作業の自動化や商品の高付加価値
化を実現

資源評価

データ連携を推進しデータを
フル活用した水産業を実現

加工流通

漁業・養殖業

ＡＩやＩＣＴ、ロボット技術等により、荷さばき・加工現場を
自動化するとともに、電子商取引を推進するなど情報流を強化
して、ムリ・ムダ・ムラを省き、生産性を向上

ＩＣＴの活用により、刺身品質の水
産物の遠方での消費を可能とする高
鮮度急速冷凍技術の導入や、鮮度
情報の消費者へのPRを図る情報流
の強化を図ることで、高付加価値化
を実現

画像センシング技術を用いた自動選別

200種程度の水産資源を対象に、電子データに基づき資源評価を
実施

生産者・民間企業で取得データの活用が進み、操業・経営の
効率化や新規ビジネスの創出が実現

そのうち、ＴＡＣ対象魚種については、原則ＭＳＹベースで
資源評価を実施
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11．新型コロナ感染症対策の方向性

・新型コロナウイルス感染症の流行により、外出や密集を避ける生活様式が常態化し、外食から内食へと食の需要が変化

・入国制限により、来日予定の外国人材が来日できず、人手不足が深刻化

「新しい生活様式」に合致した水産物の提供体制づくり

 水産物の販売促進・消費拡大（販路開拓、魚食普及活動への支援）

 人手不足を解消するための労働力の確保（在留資格上の特例措置、代替人材確保支援）
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金額の対令和元年の増減率（令和２年）

資料：総務省「家計調査」
注：対象は二人以上の世帯

外食産業の売上げの減少 高級魚介類や養殖品目の
価格の下落

魚種 価格 R元年比

クロマグロ 2,809円/㎏ ▲10％

キンメダイ 1,873円/㎏ ▲6％

魚種 価格 R元年比

養殖マダイ
（愛媛）

630円/kg ▲21％

天然魚の消費地価格（令和３年８月）

養殖魚の産地価格（令和３年８月）

入国制限による
水産業の人手不足

資料：業界ヒアリング等に基づき水産庁で作成（令和3年8月末時点）
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